
〇 

大
分
県
林
地
開
発
許
可
審
査
要
領
（
大
分
県
告
示
第
三
二
〇
号
） 

第
五 

災
害
を
発
生
さ
せ
る
お
そ
れ
に
関
す
る
事
項 

規
則
別
表
第
２
に
掲
げ
る
災
害
を
発
生
さ
せ
る
お
そ
れ
に
関
す
る
事
項
に
係
る
審

査
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

１
～
９ 

（
略
） 

1
0 

都
市
計
画
法
等
の
基
準
の
適
合
判
断 

 

第
五
の
１
か
ら
９
ま
で
に
か
か
わ
ら
ず
、
開
発
行
為
が
都
市
計
画
法
（
昭
和
四

十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
許
可
を
要
す
る
場
合
は

同
法
第
三
十
三
条
一
項
第
七
号
の
基
準
に
、
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法

（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
一
九
一
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
許
可
を
要
す
る
場
合

は
同
法
第
十
三
条
第
一
項
の
基
準
に
、
同
法
第
三
十
条
第
一
項
の
許
可
を
要
す
る

場
合
は
同
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
法
第
十 

第
四 

手
続
き
上
の
要
件
及
び
一
般
的
事
項 

 
 

規
則
別
表
第
１
に
掲
げ
る
手
続
上
の
要
件
及
び
一
般
的
事
項
に
係
る
審
査
基
準

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 
 

１ 

（
略
） 

 
 

２ 

規
則
別
表
第
１
第
四
号
に
規
定
す
る
「
申
請
者
に
開
発
行
為
を
行
う
た
め
に

必
要
な
信
用
及
び
資
力
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
」
と
は
、
防
災
施

設
等
（
擁
壁
、
排
水
施
設
、
え
ん
堤
、
洪
水
調
整
池
、
貯
水
池
、
沈
砂
池
そ
の

他
の
森
林
の
有
す
る
公
益
的
機
能
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
施
設
を
い

う
。
）
の
整
備
に
必
要
な
資
金
の
手
当
て
が
可
能
で
あ
る
こ
と
及
び
事
業
体
と

し
て
の
信
用
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。 

 
 

３ 

（
略
） 

 

第
一
～
第
三 

（
略
） 

改 
 

 

正 
 
 

案 

第
五 

災
害
を
発
生
さ
せ
る
お
そ
れ
に
関
す
る
事
項 

規
則
別
表
第
２
に
掲
げ
る
災
害
を
発
生
さ
せ
る
お
そ
れ
に
関
す
る
事
項
に
係
る
審

査
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

１
～
９ 

（
略
） 

 

（
新
設
） 

第
四 

手
続
き
上
の
要
件
及
び
一
般
的
事
項 

規
則
別
表
第
１
に
掲
げ
る
手
続
上
の
要
件
及
び
一
般
的
事
項
に
係
る
審
査
基
準

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

１ 

（
略
） 

 
 

２ 

規
則
別
表
第
１
第
四
号
に
規
定
す
る
「
申
請
者
に
開
発
行
為
を
行
う
た
め
に

必
要
な
信
用
及
び
資
力
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
」
と
は
、
防
災
施

設
の
整
備
に
必
要
な
資
金
の
手
当
て
が
可
能
で
あ
る
こ
と
及
び
事
業
体
と
し
て

の
信
用
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。 

 
 

 

 

３ 

（
略
） 

 

第
一
～
第
三 

（
略
） 

現 
 

 
 

 
 

行 
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別
荘
地
の
造

成 開
発
行
為
の

目
的 

森
林
率
は
お
お
む
ね

六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以

上
と
す
る
。 

事
業
区
域
内
に
お
け

る
残
置
森
林
の
割
合 

一 

原
則
と
し
て
周
辺
部
に
幅
お
お
む
ね 

三
〇
メ
ー
ト
ル
以
上
の
残
置
森
林
又
は

造
成
森
林
を
配
置
す
る
。 

森
林
の
配
置
等 

第
八 

環
境
を
著
し
く
悪
化
さ
せ
る
お
そ
れ
に
関
す
る
事
項 

規
則
別
表
第
５
第
一
号
に
規
定
す
る
「
残
置
し
、
又
は
造
成
す
る
相
当
面
積
の
森

林
又
は
緑
地
の
配
置
が
適
切
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
」
と
は
、
次

に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。 

 
 

１
～
３ 

（
略
） 

第
七 

（
略
） 

第
六 

水
害
を
発
生
さ
せ
る
お
そ
れ
に
関
す
る
事
項 

規
則
別
表
第
３
第
一
号
に
規
定
す
る
洪
水
調
整
池
等
を
設
置
す
る
場
合
は
、
次

に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

１
～
７ 

（
略
） 

８ 

都
市
計
画
法
の
基
準
の
適
合
判
断 

第
六
の
１
か
ら
７
ま
で
に
か
か
わ
ら
ず
、
開
発
行
為
が
都
市
計
画
法
第
二
十

九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
許
可
を
要
す
る
場
合
は
同
法
第
三
十
三
条
第
一
項

第
三
号
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
も
っ
て
法
第
十
条
の
二
第
二
項
第
一
号
の

二
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
都
市
計
画
法
の
基
準
の
う
ち

第
六
の
１
か
ら
７
ま
で
を
踏
ま
え
て
定
め
る
同
号
の
基
準
に
満
た
な
い
部
分
が

あ
る
場
合
に
は
、
当
該
部
分
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。 

条
の
二
第
二
項
第
一
号
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら 

の
基
準
の
う
ち
第
五
の
１
か
ら
９
ま
で
を
踏
ま
え
て
定
め
る
同
号
の
基
準
に
満
た

な
い
部
分
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
部
分
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。 

別
荘
地
の
造

成 開
発
行
為
の

目
的 

森
林
率
は
お
お
む
ね

六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以

上
と
す
る
。 

事
業
区
域
内
に
お
け

る
残
置
森
林
の
割
合 

一 

原
則
と
し
て
周
辺
部
に
幅
お
お
む
ね 

三
〇
メ
ー
ト
ル
以
上
の
残
置
森
林
又
は
造

成
森
林
を
配
置
す
る
。 

森
林
の
配
置
等 

第
八 

環
境
を
著
し
く
悪
化
さ
せ
る
お
そ
れ
に
関
す
る
事
項 

 
 

規
則
別
表
第
５
第
一
号
に
規
定
す
る
「
相
当
面
積
の
残
置
し
、
又
は
造
成
す
る

森
林
又
は
緑
地
の
配
置
が
適
切
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
」
と

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。 

 
 

１
～
３ 

（
略
） 

第
七 

（
略
） 

第
六 

水
害
を
発
生
さ
せ
る
お
そ
れ
に
関
す
る
事
項 

規
則
別
表
第
３
第
一
号
に
規
定
す
る
洪
水
調
整
池
等
を
設
置
す
る
場
合
は
、
次

に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

１
～
７ 

（
略
） 

 
 

（
新
設
） 

 

-2-



ゴ
ル
フ
場
の

造
成 

ス
キ
ー
場
の

造
成 

 

森
林
率
は
お
お
む
ね

五
○
パ
ー
セ
ン
ト
以

上
と
す
る
。 

森
林
率
は
お
お
む
ね

六
○
パ
ー
セ
ン
ト
以

上
と
す
る
。 

 

一 

原
則
と
し
て
周
辺
部
に
幅
お
お
む
ね 

三
○
メ
ー
ト
ル
以
上
の
残
置
森
林
又
は 

造
成
森
林
（
残
置
森
林
は
、
原
則
と
し 

て
お
お
む
ね
二
○
メ
ー
ト
ル
以
上
）
を 

配
置
す
る
。 

一 

原
則
と
し
て
周
辺
部
に
幅
お
お
む
ね 

三
○
メ
ー
ト
ル
以
上
の
残
置
森
林
又
は 

造
成
森
林
を
配
置
す
る
。 

二 

滑
走
コ
ー
ス
の
幅
は
お
お
む
ね
五
○ 

メ
ー
ト
ル
以
下
と
し
、
複
数
の
滑
走
コ 

ー
ス
を
並
列
し
て
設
置
す
る
場
合
は
そ 

の
間
の
中
央
部
に
幅
お
お
む
ね
一
○
○ 

メ
ー
ト
ル
以
上
の
残
置
森
林
を
配
置
す 

る
。 

三 

滑
走
コ
ー
ス
の
上
、
下
部
に
設
け
る 

ゲ
レ
ン
デ
等
は
、
一
箇
所
当
た
り
お
お 

む
ね
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下
と
す
る
。
ま 

た
、
ゲ
レ
ン
デ
等
と
駐
車
場
と
の
間
に 

は
、
幅
お
お
む
ね
三
○
メ
ー
ト
ル
以
上 

の
残
置
森
林
又
は
造
成
森
林
を
配
置
す 

る
。 

二 

１
区
画
の
面
積
は
お
お
む
ね 

一
，
〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と 

し
、
建
物
敷
等
の
面
積
は
お
お
む
ね 

三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
と
す
る
。 

ゴ
ル
フ
場
の

造
成 

ス
キ
ー
場
の

造
成 

 

森
林
率
は
お
お
む
ね

五
○
パ
ー
セ
ン
ト
以

上
と
す
る
。 

森
林
率
は
お
お
む
ね

六
○
パ
ー
セ
ン
ト
以

上
と
す
る
。 

 

一 

原
則
と
し
て
周
辺
部
に
幅
お
お
む
ね 

三
○
メ
ー
ト
ル
以
上
の
残
置
森
林
又
は 

造
成
森
林
（
残
置
森
林
は
、
原
則
と
し 

て
お
お
む
ね
二
○
メ
ー
ト
ル
以
上
）
を 

配
置
す
る
。 

一 

原
則
と
し
て
周
辺
部
に
幅
お
お
む
ね 

三
○
メ
ー
ト
ル
以
上
の
残
置
森
林
又
は 

造
成
森
林
を
配
置
す
る
。 

二 

滑
走
コ
ー
ス
の
幅
は
お
お
む
ね
五
○ 

メ
ー
ト
ル
以
下
と
し
、
複
数
の
滑
走
コ 

ー
ス
を
並
列
し
て
設
置
す
る
場
合
は
そ 

の
間
の
中
央
部
に
幅
お
お
む
ね
一
○
○ 

メ
ー
ト
ル
以
上
の
残
置
森
林
を
配
置
す 

る
。 

三 

滑
走
コ
ー
ス
の
上
、
下
部
に
設
け
る 

ゲ
レ
ン
デ
等
は
、
一
箇
所
当
た
り
お
お 

む
ね
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下
と
す
る
。
ま 

た
、
ゲ
レ
ン
デ
等
と
駐
車
場
と
の
間
に 

は
、
幅
お
お
む
ね
三
○
メ
ー
ト
ル
以
上 

の
残
置
森
林
又
は
造
成
森
林
を
配
置
す 

る
。 

二 

１
区
画
の
面
積
は
お
お
む
ね 

一
，
〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と 

し
、
建
物
敷
等
の
面
積
は
お
お
む
ね 

三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
と
す
る
。 

-3-



工
場
・
事
業

場
の
設
置 

宿
泊
施
設
・

レ
ジ
ャ
ー
施

設
の
設
置 

 

森
林
率
は
お
お
む
ね

二
五
パ
ー
セ
ン
ト
以

上
と
す
る
。 

森
林
率
は
お
お
む
ね

五
○
パ
ー
セ
ン
ト
以

上
と
す
る
。 

 

一 

事
業
区
域
内
の
開
発
行
為
に
係
る
森 

林
の
面
積
が
二
○
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の 

場
合
は
、
原
則
と
し
て
周
辺
部
に
幅
お 

お
む
ね
三
○
メ
ー
ト
ル
以
上
の
残
置
森 

林
又
は
造
成
森
林
を
配
置
す
る
。
こ
れ 

以
外
の
場
合
に
あ
っ
て
も
極
力
周
辺
部 

一 

原
則
と
し
て
周
辺
部
に
幅
お
お
む
ね 

三
○
メ
ー
ト
ル
以
上
の
残
置
森
林
又
は 

造
成
森
林
を
配
置
す
る
。 

二 

建
物
敷
の
面
積
は
事
業
区
域
の
面
積 

の
お
お
む
ね
四
○
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
と 

し
、
事
業
区
域
内
に
複
数
の
宿
泊
施
設 

を
設
置
す
る
場
合
は
極
力
分
散
さ
せ
る 

も
の
と
す
る
。 

三 

レ
ジ
ャ
ー
施
設
の
開
発
行
為
に
係
る 

一
箇
所
当
た
り
の
面
積
は
お
お
む
ね
五 

ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下
と
し
、
事
業
区
域
内 

に
こ
れ
を
複
数
設
置
す
る
場
合
は
、
そ 

の
間
に
幅
お
お
む
ね
三
○
メ
ー
ト
ル
以 

上
の
残
置
森
林
又
は
造
成
森
林
を
配
置 

す
る
。 

二 

ホ
ー
ル
間
に
幅
お
お
む
ね
三
○
メ
ー 

ト
ル
以
上
の
残
置
森
材
又
は
造
成
森
林 

（
残
置
森
林
は
、
原
則
と
し
て
お
お
む 

ね
二
○
メ
ー
ト
ル
以
上
）
を
配
置
す 

る
。 

工
場
・
事
業

場
の
設
置 

宿
泊
施
設
・

レ
ジ
ャ
ー
施

設
の
設
置 

 

森
林
率
は
お
お
む
ね

二
五
パ
ー
セ
ン
ト
以

上
と
す
る
。 

森
林
率
は
お
お
む
ね

五
○
パ
ー
セ
ン
ト
以

上
と
す
る
。 

 

一 

事
業
区
域
内
の
開
発
行
為
に
係
る
森 

林
の
面
積
が
二
○
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の 

場
合
は
、
原
則
と
し
て
周
辺
部
に
幅
お 

お
む
ね
三
○
メ
ー
ト
ル
以
上
の
残
置
森 

林
又
は
造
成
森
林
を
配
置
す
る
。
こ
れ 

以
外
の
場
合
に
あ
っ
て
も
極
力
周
辺
部 

一 

原
則
と
し
て
周
辺
部
に
幅
お
お
む
ね 

三
○
メ
ー
ト
ル
以
上
の
残
置
森
林
又
は 

造
成
森
林
を
配
置
す
る
。 

二 

建
物
敷
の
面
積
は
事
業
区
域
の
面
積 

の
お
お
む
ね
四
○
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
と 

し
、
事
業
区
域
内
に
複
数
の
宿
泊
施
設 

を
設
置
す
る
場
合
は
極
力
分
散
さ
せ
る 

も
の
と
す
る
。 

三 

レ
ジ
ャ
ー
施
設
の
開
発
行
為
に
係
る 

一
箇
所
当
た
り
の
面
積
は
お
お
む
ね
五 

ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下
と
し
、
事
業
区
域
内 

に
こ
れ
を
複
数
設
置
す
る
場
合
は
、
そ 

の
間
に
幅
お
お
む
ね
三
○
メ
ー
ト
ル
以 

上
の
残
置
森
林
又
は
造
成
森
林
を
配
置 

す
る
。 

二 

ホ
ー
ル
間
に
幅
お
お
む
ね
三
○
メ
ー 

ト
ル
以
上
の
残
置
森
材
又
は
造
成
森
林 

（
残
置
森
林
は
、
原
則
と
し
て
お
お
む 

ね
二
○
メ
ー
ト
ル
以
上
）
を
配
置
す 

る
。 
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土
石
等
の
採

掘 住
宅
団
地
の

造
成 

 

 

森
林
率
は
お
お
む
ね

二
○
パ
ー
セ
ン
ト
以

上
と
す
る
（
緑
地
を

含
む
。
）
。 

 

一 

原
則
と
し
て
周
辺
部
に
幅
お
お
む
ね 

三
○
メ
ー
ト
ル
以
上
の
残
置
森
林
又
は 

造
成
森
林
を
配
置
す
る
。 

二 

採
掘
跡
地
は
必
要
に
応
じ
埋
戻
し
を 

行
い
、
緑
化
及
び
植
栽
す
る
。
ま
た
、 

一 

事
業
区
域
内
の
開
発
行
為
に
係
る
森 

林
の
面
積
が
二
○
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の 

場
合
は
、
原
則
と
し
て
周
辺
部
に
幅
お 

お
む
ね
三
○
メ
ー
ト
ル
以
上
の
残
置
森 

林
又
は
造
成
森
林
・
緑
地
を
配
置
す 

る
。
こ
れ
以
外
の
場
合
に
あ
っ
て
も
極 

力
周
辺
部
に
森
林
・
緑
地
を
配
置
す 

る
。 

二 

開
発
行
為
に
係
る
一
箇
所
当
た
り
の 

面
積
は
お
お
む
ね
二
○
ヘ
ク
タ
ー
ル
以 

下
と
し
、
事
業
区
域
内
に
こ
れ
を
複
数 

造
成
す
る
場
合
は
、
そ
の
間
に
幅
お
お 

む
ね
三
○
メ
ー
ト
ル
以
上
の
残
置
森
林 

又
は
造
成
森
林
・
緑
地
を
配
置
す
る
。 

に
森
林
を
配
置
す
る
。 

二 

開
発
行
為
に
係
る
一
箇
所
当
た
り
の 

面
積
は
お
お
む
ね
二
○
ヘ
ク
タ
ー
ル
以 

下
と
し
、
事
業
区
域
内
に
こ
れ
を
複
数 

造
成
す
る
場
合
は
、
そ
の
間
に
幅
お
お 

む
ね
三
○
メ
ー
ト
ル
以
上
の
残
置
森
林 

又
は
造
成
森
林
を
配
置
す
る
。 

土
石
等
の
採

掘 住
宅
団
地
の

造
成 

 

 

森
林
率
は
お
お
む
ね

二
○
パ
ー
セ
ン
ト
以

上
と
す
る
（
緑
地
を

含
む
。
）
。 

 

一 

原
則
と
し
て
周
辺
部
に
幅
お
お
む
ね 

三
○
メ
ー
ト
ル
以
上
の
残
置
森
林
又
は 

造
成
森
林
を
配
置
す
る
。 

二 

採
掘
跡
地
は
必
要
に
応
じ
埋
戻
し
を 

行
い
、
緑
化
及
び
植
栽
す
る
。
ま
た
、 

一 

事
業
区
域
内
の
開
発
行
為
に
係
る
森 

林
の
面
積
が
二
○
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の 

場
合
は
、
原
則
と
し
て
周
辺
部
に
幅
お 

お
む
ね
三
○
メ
ー
ト
ル
以
上
の
残
置
森 

林
又
は
造
成
森
林
・
緑
地
を
配
置
す 

る
。
こ
れ
以
外
の
場
合
に
あ
っ
て
も
極 

力
周
辺
部
に
森
林
・
緑
地
を
配
置
す 

る
。 

二 

開
発
行
為
に
係
る
一
箇
所
当
た
り
の 

面
積
は
お
お
む
ね
二
○
ヘ
ク
タ
ー
ル
以 

下
と
し
、
事
業
区
域
内
に
こ
れ
を
複
数 

造
成
す
る
場
合
は
、
そ
の
間
に
幅
お
お 

む
ね
三
○
メ
ー
ト
ル
以
上
の
残
置
森
林 

又
は
造
成
森
林
・
緑
地
を
配
置
す
る
。 

に
森
林
を
配
置
す
る
。 

二 

開
発
行
為
に
係
る
一
箇
所
当
た
り
の 

面
積
は
お
お
む
ね
二
○
ヘ
ク
タ
ー
ル
以 

下
と
し
、
事
業
区
域
内
に
こ
れ
を
複
数 

造
成
す
る
場
合
は
、
そ
の
間
に
幅
お
お 

む
ね
三
○
メ
ー
ト
ル
以
上
の
残
置
森
林 

又
は
造
成
森
林
を
配
置
す
る
。 
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太
陽
光
発
電

設
備
の
設
置 

 

一 

事
業
区
域
内
の

開
発
行
為
に
係
る

森
林
の
面
積
が 

四
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル

未
満
の
場
合
は
、

森
林
率
は
お
お
む

ね
二
五
パ
ー
セ
ン

ト
（
残
置
森
林
率

は
お
お
む
ね
一
五

パ
ー
セ
ン
ト
）
以

上
と
す
る
。 

二 

事
業
区
域
内
の

開
発
行
為
に
係
る

森
林
の
面
積
が 

四
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル

以
上
の
場
合
は
、

残
置
森
林
率
は
お

お
む
ね
六
〇
パ
ー

セ
ン
ト
以
上
と
す

る
。 

 

一 

原
則
と
し
て
周
辺
部
に
残
置
森
林
を
配

置
す
る
。
ま
た
、
り
ょ
う
線
の
一
体
性
を

維
持
す
る
た
め
、
尾
根
部
に
つ
い
て
は
、

原
則
と
し
て
残
置
森
林
を
配
置
す
る
。 

       

二 

開
発
行
為
に
係
る
一
箇
所
当
た
り
の
面

積
（
注
）
は
お
お
む
ね
二
○
ヘ
ク
タ
ー
ル

以
下
と
し
、
事
業
区
域
内
に
こ
れ
を
複
数

造
成
す
る
場
合
は
、
そ
の
間
に
幅
お
お
む

ね
三
○
メ
ー
ト
ル
以
上
の
残
置
森
林
又
は

造
成
森
林
（
た
だ
し
、
事
業
区
域
内
の
開

発
行
為
に
係
る
森
林
の
面
積
が
四
十
ヘ
ク

タ
ー
ル
以
上
の
場
合
は
、
四
の
と
お
り
全

て
残
置
森
林
）
を
配
置
す
る
。 

三 

事
業
区
域
内
の
開
発
行
為
に
係
る
森
林

の
面
積
が
二
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
四
〇
ヘ

ク
タ
ー
ル
未
満
の
場
合
は
、
原
則
と
し
て

周
辺
部
に
お
お
む
ね
三
〇
メ
ー
ト
ル
以
上 

法
面
は
可
能
な
限
り
緑
化
し
、
小
段
平
坦

部
に
は
必
要
に
応
じ
客
土
等
を
行
い
、
植

栽
す
る
。 

太
陽
光
発
電

設
備
の
設
置 

 

森
林
率
は
お
お
む
ね

二
五
パ
ー
セ
ン
ト

（
残
置
森
林
率
は
お

お
む
ね
一
五
パ
ー
セ

ン
ト
）
以
上
と
す

る
。 

 

一 

原
則
と
し
て
周
辺
部
に
残
置
森
林
を
配

置
し
、
事
業
区
域
内
の
開
発
行
為
に
係
る

森
林
の
面
積
が
二
○
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の

場
合
は
、
原
則
と
し
て
周
辺
部
に
お
お
む

ね
幅
三
○
メ
ー
ト
ル
以
上
の
残
置
森
林
又

は
造
成
森
林
（
お
お
む
ね
三
○
メ
ー
ト
ル

以
上
の
幅
の
う
ち
一
部
又
は
全
部
は
残
置

森
林
）
を
配
置
す
る
。
ま
た
、
り
ょ
う
線

の
一
体
性
を
維
持
す
る
た
め
、
尾
根
部
に

つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
残
置
森
林
を
配

置
す
る
。 

二 

開
発
行
為
に
係
る
一
箇
所
当
た
り
の
面

積
は
お
お
む
ね
二
○
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下
と

し
、
事
業
区
域
内
に
こ
れ
を
複
数
造
成
す

る
場
合
は
、
そ
の
間
に
幅
お
お
む
ね
三
○

メ
ー
ト
ル
以
上
の
残
置
森
林
又
は
造
成
森

林
を
配
置
す
る
。 

   

（
新
設
） 

法
面
は
可
能
な
限
り
緑
化
し
、
小
段
平
坦

部
に
は
必
要
に
応
じ
客
土
等
を
行
い
、
植

栽
す
る
。 
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注
１
～
６ 

（
略
） 

７ 

規
則
別
表
第
五
第
四
号
に
規
定
す
る
「
善
良
に
維
持
管
理
さ
れ
る
こ
と
が 

明
ら
か
で
あ
る
こ
と
」
と
は
、
残
置
森
林
等
に
つ
い
て
申
請
者
が
権
原
を
有 

し
て
い
る
こ
と
を
原
則
と
し
、
許
可
権
者
と
の
間
で
残
置
森
林
等
の
維
持
管 

理
に
つ
き
協
定
を
締
結
す
る
等
将
来
に
わ
た
り
保
全
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か 

で
あ
る
こ
と
を
い
う
。
な
お
、
残
置
森
林
等
に
つ
い
て
は
、
森
林
の
公
益
的 

 
 

の
残
置
森
林
又
は
造
成
森
林
（
お
お
む

ね
三
〇
メ
ー
ト
ル
以
上
の
幅
の
う
ち
一

部
又
は
全
部
は
残
置
森
林
）
を
配
置
す

る
こ
と
と
す
る
。 

四 

事
業
区
域
内
の
開
発
行
為
に
係
る
森

林
の
面
積
が
四
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の

場
合
は
、
原
則
と
し
て
周
辺
部
に
お
お

む
ね
三
〇
メ
ー
ト
ル
以
上
の
残
置
森
林

を
配
置
す
る
。
ま
た
、
開
発
行
為
に
係

る
森
林
の
区
域
は
、
位
置
の
偏
り
が
生

じ
な
い
よ
う
お
お
む
ね
均
等
に
こ
れ
を

配
置
し
、
開
発
行
為
に
係
る
森
林
の
区

域
の
間
や
そ
の
周
辺
部
に
十
分
な
幅
の

残
置
森
林
を
配
置
す
る
。 

（
注
）
「
一
箇
所
当
た
り
の
面
積
」
と
は
、

太
陽
光
発
電
設
備
（
当
該
設
備
に
付
帯

す
る
設
備
を
含
む
。）
又
は
そ
の
集
団
を

設
置
す
る
た
め
の
開
発
行
為
に
係
る
土

地
の
区
域
面
積
を
指
す
も
の
と
す
る
。 

 

注
１
～
６ 

（
略
） 

７ 

規
則
別
表
第
五
第
四
号
に
規
定
す
る
「
善
良
に
維
持
管
理
さ
れ
る
こ
と
が 

明
ら
か
で
あ
る
こ
と
」
と
は
、
残
置
森
林
等
に
つ
い
て
申
請
者
が
権
原
を
有 

し
て
い
る
こ
と
を
原
則
と
し
、
許
可
権
者
と
の
間
で
残
置
森
林
等
の
維
持
管 

理
に
つ
き
協
定
を
締
結
す
る
等
将
来
に
わ
た
り
保
全
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か 

で
あ
る
こ
と
を
い
う
。
さ
ら
に
、
３
の
表
に
規
定
す
る
残
置
森
林
等
の
割
合 

 
 

    （
新
設
） 

         

（
新
設
） 
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第
九 

（
略
） 

機
能
の
発
揮
の
た
め
に
確
保
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
該
森 

林
に
お
け
る
開
発
行
為
は
原
則
許
可
し
な
い
こ
と
と
す
る
。
事
業
者
か
ら
施 

設
の
増
設
等
に
係
る
開
発
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
は
、
残
置
森
林
等
の 

面
積
等
が
下
回
ら
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
限
っ
て
許
可
を
行
う
も
の
と 

す
る
。 

 

第
九 

（
略
） 

及
び
森
林
の
配
置
等
は
、
施
設
の
増
設
及
び
改
良
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
も 

適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 
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